
十

岐
阜
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
十
二
号)

号

外

二�
令

和

二

年

四

月

一

日

第
二
条
第
一
項(

知
事
が
別
に
定
め

る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

目

次

規

則

○
知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

行
政
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

水
道
企
業
課)

二

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

二

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

三

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(

交
通
企
画
課)

四

規

則

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
項
中｢

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
庭
球
場
の
う
ち
一
般
コ
ー
ト｣

を｢

知
事
が
別
に
定

め
る
施
設｣

に
改
め
、
同
表
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

第
二
条
第
一
項｣

の
下
に｢(

知

事
が
別
に
定
め
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
表
七
の
項
中｢

技
術
開
発
室
及
び
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
ト
ル
ー
ム
に
係
る
も
の
を
除
く｣

を｢

知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る｣

に

改
め
、
同
表
八
の
項
及
び
九
の
項
中｢

第
二
条
第
一
項｣

の
下
に｢(

知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
に
係

る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
表
十
の
項
中｢

第
二
条
第
一
項｣

の
下
に｢(

知
事
が
別
に
定
め
る

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
四
月
一
日



十
四

岐
阜
県
川
辺
漕そ
う

艇
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
二

十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
七
号)

十
三

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場

条
例
施
行
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十

七
号)

十
二

南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

(
平
成
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
五
号)

第
二
条
第
一
項(

知
事
が
別
に
定
め

る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

第
二
条
第
一
項(

知
事
が
別
に
定
め

る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

第
二
条
第
一
項(

知
事
が
別
に
定
め

る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

退
職
給
付
費

賃
金

退
職
給
付
費

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

支
出
伝
票
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
給
料
、
職
員
手
当
、

企
業
債
元
利
金
、
過
誤
納
金
の
払
戻
金
そ
の
他
支
払
義
務
の
確
定
し
た
も
の
で
債
権
者
の
請
求
書
を

徴
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

債
権
者
の
請
求
書(

水
道
料
金
等
官
公
署
等
の
発
す
る
納
入
通
知
書
そ
の
他
の
請
求
書
類
に
準

ず
る
も
の
に
よ
り
支
出
を
要
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
請
求
書
類
に
準
ず
る
も
の)

二

支
出
の
原
因
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
。
た
だ
し
、
支
出
の
原
因
及
び
計
算
の

基
礎
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
請
求
書
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
知
事
の
証
明
に

よ
る
文
書
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
四
十
条
第
一
項
中｢

た
だ
ち
に｣

を｢

直
ち
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
百
四
十
三

条
の
二
第
一
項
後
段｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段｣

に
、｢

た
だ
ち
に｣

を｢

直

ち
に｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
中｢

第
三
十
四
条
の
規
定｣

を｢

第
三
十
四
条｣

に
、｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第

一
項
後
段｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

専
決｣

を

｢

専
決
し｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
、｢

行
な
つ
た｣

を｢

行
つ
た｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

行
な
つ
た｣

を｢

行
つ
た｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
表
費
用
の
表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )２



県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

美
濃
加
茂

和

良
線

路
線
名

二
百
四
十

八
号

美
濃
加
茂
市
太
田
町
七
七
六

番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
二
四
二

番
地
先
ま
で

区

間

美
濃
加
茂
市
御
門
町
二
丁
目

字
亀
淵
上
二
五
〇
番
一
地
先

か
ら

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
字
東
野

一
四
五
八
番
一
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･���･� ��･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) �、���･� �、���･�
一
般
国

道
二
十

一
号
及

び
一
般

国
道
二

百
四
十

八
号
と

一
部
重

用 備

考

一
般
国

道
二
十

一
号
と

重
用
、

一
般
国

道
四
十

一
号
及

び
県
道

美
濃
加

茂
和
良

線
と
一

部
重
用

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

芋

島

鵜

沼
線

路
線
名

区

間

各
務
原
市
大
佐
野
町
一
丁
目

二
六
一
番
地
先
か
ら

官
公
有
無
番
地
先(

同
市
前

渡
西
町
字
猿
尾
下
一
五
六
一

番
二)

ま
で

各
務
原
市
大
佐
野
町
一
丁
目

一
五
九
番
地
先
か
ら

同

市
前
渡
西
町
字
猿
尾

下
一
五
六
二
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

�、���･� �、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 県

道
一

宮
各
務

原
線
と

一
部
重

用 備

考

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



県
道

道
路
の
種
類 県

道

芋

島

鵜

沼
線

路
線
名

岐
阜
環
状

線

官
公
有
無
番
地
先

(

各
務
原
市
下
中
屋
町
三
丁
目
一

三
六
番
二)

か
ら

官
公
有
無
番
地
先

(

同
市
前
渡
西
町
字
猿
尾
下
一
五

六
一
番
二)

ま
で

区

間

岐
阜
市
芋
島
三
丁
目
三
番
二
地
先

か
ら

同

市
手
力
町
三
八
番
一
一
地
先

ま
で

�、���･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ���･�
令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�

令
和�･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･��平成��･��･��

岐
阜
中
警
察

署
管
轄
区
域

活
動
区
域

県
道

道
路
の
種
類

松

原

芋

島
線

路
線
名安

藤

武

夫

生

駒

和

夫

細

田

欽

子

今

村

留
美
子

氏

名

岐
阜
市
芋
島
三
丁
目
六
番
四
地
先

か
ら

同

市
同

四
番
二
地
先

ま
で 区

間

岐
阜
市
松
下
町

岐
阜
市
東
材
木
町

岐
阜
市
小
熊
町

岐
阜
市
忠
節
町

住

所

���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

令
和
二
年
四

月
一
日

委
嘱
年
月
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )４



岐
阜
南
警
察

署
管
轄
区
域

堀

清

明

小
野
木

隆

一

臼

井

信

子

櫻

井

廣

行

宮

川

哲

夫

戸�
稔

今

井

富

子

宮

碕

重

樹

園

部

淑

子

稲

垣

一

彦

江

崎

和

浩

小
木
曽

律

子

三

島

国

男

坪

内

登

松

永

勝

三

篠

田

泰

成

松

田

英

治

篠

田

啓

司

西

東

澄

雄

田

中

ま
ゆ
み

渡

辺

孝

司

浅

川

武

司

杉

江

正

司

阪

上

弘

美

宇

野

保

廣

大

澤

美
津
子

林

明

小

林

淳

高

橋

光

義

坪

内

和

子

鈴

木

歌

子

丹

羽

隆

善

亀

山

哲

司

長
谷
川

惠

子

林

富
佐
夫

服

部

美

鈴

田

口

智

明

長

野

多
津
子

浅

野

敬

文

岐
阜
市
西
鶉

岐
阜
市
高
田

岐
阜
市
西
鶉

岐
阜
市
畷
町

岐
阜
市
加
納
城
南
通

岐
阜
市
今
嶺

岐
阜
市
祈
年
町

岐
阜
市
茜
部
野
瀬

岐
阜
市
加
納
西
丸
町

岐
阜
市
三
ツ
又
町

岐
阜
市
次
木

岐
阜
市
切
通

岐
阜
市
加
納
東
広
江
町

岐
阜
市
多
賀
町

岐
阜
市
日
ノ
本
町

岐
阜
市
西
玉
宮
町

岐
阜
市
金
園
町

岐
阜
市
東
金
宝
町

岐
阜
市
東
栄
町

岐
阜
市
浪
花
町

岐
阜
市
寺
島
町

岐
阜
市
稲
荷
町

岐
阜
市
日
野
東

岐
阜
市
日
野
東

岐
阜
市
野
一
色

岐
阜
市
野
一
色

岐
阜
市
長
森
岩
戸

岐
阜
市
北
一
色

岐
阜
市
琴
塚

岐
阜
市
琴
塚

岐
阜
市
鏡
島
精
華

岐
阜
市
岩
田
東

岐
阜
市
芥
見

岐
阜
市
芥
見

岐
阜
市
北
山

岐
阜
市
大
洞
桜
台

岐
阜
市
大
洞
緑
山

岐
阜
市
芥
見
南
山

岐
阜
市
西
荘

同

各
務
原
警
察

署
管
轄
区
域

岐
阜
北
警
察

署
管
轄
区
域

可

兒

正

則

脇

田

繁

計

苅

谷

正

行

宮

川

信

夫

増

田

喜

子

土

屋

嘉
津
子

金

武

隆

浅

野

博

雄

薫

田

友

志

坂

井

達

美

杉

山

健

三

今

井

佳

子

達

林

昭

森

け
い
子

田

中

勝

正

祖
父
江

美

実

栗

本

み
さ
子

井

深

等

森

忠

夫

安

川

哲

郎

酒

井

京

子

野
々
村

良

晴

北

島

好

朗

林

勝

美

鷲

見

松

夫

山

口

温

朗

小

澤

馨

橋

爪

三
千
代

村

瀬

惠
美
子

若

原

一

男

田

口

弘

夫

藤

川

佐
久
雄

福

地

利

博

林

多
実
男

辻

企
志
子

筑

摩

昭

�
田

廣

行

若

山

喜

彦

各
務
原
市
成
清
町

各
務
原
市
川
島
笠
田
町

各
務
原
市
那
加
門
前
町

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

各
務
原
市
つ
つ
じ
が
丘

各
務
原
市
那
加
北
洞
町

各
務
原
市
那
加
桜
町

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町

各
務
原
市
那
加
吾
妻
町

岐
阜
市
長
良
竜
東
町

岐
阜
市
長
良
宮
路
町

岐
阜
市
若
福
町

岐
阜
市
菅
生

岐
阜
市
早
田
東
町

岐
阜
市
正
木

岐
阜
市
則
武

岐
阜
市
上
土
居

岐
阜
市
木
田

岐
阜
市
岩
崎

岐
阜
市
下
鵜
飼

岐
阜
市
村
山

岐
阜
市
中
西
郷

岐
阜
市
西
改
田
松
の
木

岐
阜
市
曽
我
屋

岐
阜
市
北
野
東

岐
阜
市
福
富
笠
海
道

岐
阜
市
石
原

岐
阜
市
奥

岐
阜
市
明
神
町

岐
阜
市
加
野

岐
阜
市
粟
野
東

岐
阜
市
金
華
町

岐
阜
市
茜
部
新
所

岐
阜
市
六
条
南

岐
阜
市
領
下

岐
阜
市
市
橋

岐
阜
市
宇
佐
南

同 同
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大
垣
警
察
署

管
轄
区
域

垂
井
警
察
署

管
轄
区
域

養
老
警
察
署

管
轄
区
域

海
津
警
察
署

管
轄
区
域

岐
阜
羽
島
警

察
署
管
轄
区

域

木

村

志

朗

柴

田

民

子

岩

田

高

治

長

内

清

吉

中

尾

初

子

山

田

常

雄

田

中

文

男

北

嶋

美
奈
子

�
木

利

佳

安

田

正

直

�
木

も
と
え

坂

野

吉

彦

服

部

高

幸

安

達

耕

三

服

部

一

子

児

玉

泉

藤

井

照

代

山

田

雅

基

縄

田

秀

夫

浅

井

慶

一

大

橋

守

政

岡

田

安

榮

小

川

真
由
美

飯

田

直

美

春

木

喜
代
美

國

島

司

郎

大

野

敞

小

池

修

大

橋

清

六

松

原

和

男

伏

見

初� 苅

谷

哲

夫

小

島

佑

三

政

井

洋

子

永

井

紀
美
子

吉

永

涼

子

大
垣
市
西
崎
町

大
垣
市
郭
町
東

大
垣
市
藤
江
町

大
垣
市
新
田
町

大
垣
市
林
町

不
破
郡
垂
井
町
表
佐

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

不
破
郡
垂
井
町

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原

養
老
郡
養
老
町
鷲
巣

養
老
郡
養
老
町
五
日
市

養
老
郡
養
老
町
中

大
垣
市
上
石
津
町
下
山

海
津
市
南
濃
町
太
田

海
津
市
海
津
町
札
野

海
津
市
平
田
町
幡
長

海
津
市
南
濃
町
駒
野

海
津
市
海
津
町
馬
目

岐
阜
市
柳
津
町
高
桑

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴

岐
阜
市
柳
津
町
東
塚

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴

羽
島
市
正
木
町
曲
利

羽
島
市
正
木
町
大
浦

羽
島
市
正
木
町
三
ツ
柳

羽
島
市
福
寿
町
間
島

羽
島
市
小
熊
町
西
小
熊

羽
島
市
上
中
町
一
色

羽
島
市
桑
原
町
小
薮

羽
島
郡
笠
松
町
中
野

羽
島
郡
岐
南
町
野
中

各
務
原
市
松
本
町

各
務
原
市
大
佐
野
町

各
務
原
市
鵜
沼
大
伊
木
町

各
務
原
市
前
渡
東
町

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町

同 同 同 同 同

北
方
警
察
署

管
轄
区
域

揖
斐
警
察
署

管
轄
区
域

松

尾

治

敏

棚

瀬

三

之

脇

若

保

雄

田

村

茂

幸

内

藤

敬

司

北

野

美
千
代

梶

井

正

雄

後

藤

義

春

若

原

幸

雄

小

島

亜

美

森

佐

市

成

瀬

正

一

川

瀬

仁

義

�
橋

清

浅

野

時

雄

今

津

隆

行

長

野

勝

己

山

田

美

芳

山

田

優

増

田

美
智
子

河

村

一

夫

小

林

晴

雄

日
比
野

一

明

小

倉

利

治

境

貞

夫

増

田

栄

三

清

水

十
三
男

堀

和

枝

竹

中

弥
恵
美

宇

野

利

彦

猪

熊

勝

之

加

納

隆

仁

田

中

澄

雄

高

木

政

幸

片

野

國
太
郎

布

施

法

子

淺

野

珠

美

吉

田

恵

美

瑞
穂
市
古
橋

瑞
穂
市
稲
里

瑞
穂
市
田
之
上

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
広
瀬

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
六
合

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
清
水

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
稲
富

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野

揖
斐
郡
池
田
町
青
柳

揖
斐
郡
池
田
町
草
深

揖
斐
郡
池
田
町
田
畑

大
垣
市
宝
和
町

大
垣
市
築
捨
町

大
垣
市
友
江

大
垣
市
福
田
町

大
垣
市
桧
町

大
垣
市
綾
野

大
垣
市
川
口

大
垣
市
古
宮
町

大
垣
市
楽
田
町

大
垣
市
和
合
本
町

大
垣
市
新
開
町

大
垣
市
長
松
町

大
垣
市
赤
坂
新
町

大
垣
市
昼
飯
町

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸

安
八
郡
神
戸
町
大
字
新
屋
敷

安
八
郡
神
戸
町
大
字
西
保

安
八
郡
神
戸
町
大
字
北
一
色

安
八
郡
輪
之
内
町
塩
喰

安
八
郡
輪
之
内
町
福
束
新
田

安
八
郡
輪
之
内
町
大
藪

安
八
郡
安
八
町
北
今
ケ
渕

安
八
郡
安
八
町
中

安
八
郡
安
八
町
西
結

同 同
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関
警
察
署
管

轄
区
域

郡
上
警
察
署

管
轄
区
域

山
県
警
察
署

管
轄
区
域

杉

浦

孝

志

伊
佐
地

秀

一

山

田

末

子

古

田

伸

子

長

屋

誠

土

屋

戒

造

福

井

茂

美

上

野

秀

夫

野

村

保

西

部

美
香
里

秋

山

重

寛

鷲

見

勇

岩

田

秀

博

加

納

喜

博

藤

井

敏

正

三

浦

泰

治

遠

藤

一

三

橋

場

初

久

萩

原

保

彦

小

森

幸

夫

二

村

浩

人

池

戸

豊

次

川

島

政

行

江

口

良

治

若

井

悟

林

強

臣

丹

羽

正

男

片

岡

明

男

坂

部

政

夫

大

塚

勝

彦

菅

田

厚

子

西

川

弘

智

浅

野

正�石川喜代子鶴田美幸川上さやか谷口弘之
関
市
吉
野
町

関
市
大
平
町

関
市
倉
知

関
市
星
ケ
丘

関
市
板
取

関
市
富
之
保

関
市
下
有
知

美
濃
市

関
市
洞
戸
飛
瀬

関
市
東
志
摩

美
濃
市

関
市
武
芸
川
町
跡
部

関
市
堅
切
南

関
市
上
之
保

郡
上
市
八
幡
町
新
町

郡
上
市
大
和
町
牧

郡
上
市
白
鳥
町
中
西

郡
上
市
白
鳥
町
為
真

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
明
宝
二
間
手

郡
上
市
和
良
町
下
洞

山
県
市
大
門

山
県
市
富
永

山
県
市
梅
原

山
県
市
谷
合

瑞
穂
市
野
白
新
田

瑞
穂
市
十
七
条

瑞
穂
市
古
橋

本
巣
市
政
田

本
巣
市
上
真
桑

本
巣
市
長
屋

本
巣
市
佐
原

本
巣
市
根
尾
水
鳥

本
巣
郡
北
方
町
加
茂

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
太
子

高
山
市
日
の
出
町

同 同 同

多
治
見
警
察

署
管
轄
区
域

可
児
警
察
署

管
轄
区
域

加
茂
警
察
署

管
轄
区
域

若

尾

治

美

相

羽

正

司

奥

村

朋

市

多
治
見�
子

小
木
曽

道

雄

片

山

あ
け
み

若

尾

恭

子

岡

田

公

子

兵

藤

喜
美
子

山

本

豊

土

田

隆

村

井

重

良

橋

上

靖

柘

植

進

佐

橋

守

林

英

治

福

島

清

可

児

武

渡

邉

三

平

伊

藤

孝

鍵

谷

誠

河

合

正

人

中

野

勝

博

岸

一

夫

井

平

春

巳

広

瀬

節

子

河

野

隆

平

田

芳

昭

浦

田

伸

司

石

原

幸

男

佐

伯

学

櫻

井

眞

弓

山

口

邦

臣

古

田

三

郎

林

和

伸

中

島

正

平

今

井

政

信

多
治
見
市
根
本
町

多
治
見
市
姫
町

多
治
見
市
平
和
町

多
治
見
市
宝
町

多
治
見
市
滝
呂
町

多
治
見
市
旭
ケ
丘

多
治
見
市
平
井
町

多
治
見
市
松
坂
町

可
児
市
今
渡

可
児
市
鳩
吹
台

可
児
市
塩
河

可
児
市
下
切

可
児
市
桜
ケ
丘

可
児
市
禅
台
寺

可
児
市
土
田

可
児
市
兼
山

可
児
市
緑

可
児
郡
御
嵩
町
伏
見

可
児
市
今
渡

可
児
市
桜
ケ
丘

可
児
郡
御
嵩
町
伏
見

可
児
市
光
陽
台

美
濃
加
茂
市
西
町

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋

美
濃
加
茂
市
牧
野

美
濃
加
茂
市
加
茂
川
町

美
濃
加
茂
市
森
山
町

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田

加
茂
郡
川
辺
町
福
島

加
茂
郡
川
辺
町
下
川
辺

加
茂
郡
七
宗
町
中
麻
生

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津

加
茂
郡
八
百
津
町
久
田
見

加
茂
郡
白
川
町
河
岐

加
茂
郡
東
白
川
村
五
加

同 同 同

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



恵
那
警
察
署

管
轄
区
域

中
津
川
警
察

署
管
轄
区
域

各

務

茂

美

池

戸

ゆ
か
り

加

藤

春

人

西

尾

歳

一

西

本

任

良

安

藤

由
美
子

市

川

浅

男

伊

藤

嘉

照

熊�
鐘

作

古

山

高

夫

宮

本

茂

子

早

川

宏

之

山

田

英

夫

佐

藤

昌

弘

桃

井

良

夫

田

口

勝

晴

小
木
曽

は
る
み

鈴

木

惠
美
子

南

波

弘

道

南

波

雅

子

小
木
曽

修

前

川

克

巳

田

口

千
江
子

谷

口

敬

子

安

藤

洋

子

小

島

利

江

田

中

喜
代
美

伊

藤

眞

也

吉

村

勝

日
比
野

勝

利

貝

川

義

和

瀧

千

秋

橋

本

佳

明

伊

藤

道

子

三
輪
田

幸

泰

鵜

飼

敬

典

中

村

俊

男

市

川

美

鈴

恵
那
市
中
野
方
町

恵
那
市
中
野
方
町

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
武
並
町
藤

恵
那
市
大
井
町

中
津
川
市
阿
木

中
津
川
市
川
上

中
津
川
市
田
瀬

中
津
川
市
付
知
町

中
津
川
市
栄
町

中
津
川
市
駒
場

中
津
川
市
落
合

中
津
川
市
茄
子
川

中
津
川
市
駒
場

中
津
川
市
千
旦
林

中
津
川
市
坂
下

多
治
見
市
高
根
町

多
治
見
市
太
平
町

多
治
見
市
栄
町

多
治
見
市
栄
町

多
治
見
市
笠
原
町

多
治
見
市
広
小
路

多
治
見
市
滝
呂
町

多
治
見
市
笠
原
町
向
島

土
岐
市
肥
田
町
肥
田

土
岐
市
泉
が
丘
町

土
岐
市
泉
東
窯
町

土
岐
市
鶴
里
町
柿
野

土
岐
市
肥
田
町
浅
野
元
町

土
岐
市
下
石
町

土
岐
市
駄
知
町

瑞
浪
市
陶
町
水
上

瑞
浪
市
寺
河
戸
町

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
土
岐
町

瑞
浪
市
和
合
町

瑞
浪
市
釜
戸
町

同 同

飛�
警
察
署

管
轄
区
域

高
山
警
察
署

管
轄
区
域

下
呂
警
察
署

管
轄
区
域

船

谷

敏

一

玉

腰

博

之

森

下

み
ど
り

高

桑

正

次

墻

内

文

明

廣

田

武

夫

戸

澤

陽

子

坂

本

い
ず
み

小

鳥

克

美

田

中

正

躬

瀬

上

末

男

五
反
田

久

則

大

宮

昌

夫

中

谷

恵

子

亀

谷

雪
之
介

蒲

泰

博

下

町

修

吉

稲

越

路

恵

寺

口

啓

淳

大

前

一

廣

米

野

友

康

中

林

か
ず
代

森

前

ひ
と
み

中

島

孝

氏

倉

坪

時

子

今

井

志

麻

金

子

哲

也

牧

野

忠

彦

織

田

則

敏

後

藤

康

司

松

井

修

鈴

木

康

洋

長
谷
川

久

雄

飛�
市
古
川
町
袈
裟
丸

飛�
市
河
合
町
小
無
雁

飛�
市
古
川
町
増
島
町

飛�
市
神
岡
町
船
津

飛�
市
宮
川
町
林

高
山
市
昭
和
町

高
山
市
上
一
之
町

高
山
市
曙
町

高
山
市
下
二
之
町

高
山
市
新
宮
町

高
山
市
丹
生
川
町
駄
吉

高
山
市
国
府
町
宇
津
江

高
山
市
久
々
野
町
久
々
野

高
山
市
大
洞
町

高
山
市
上
宝
町
在
家

高
山
市
松
之
木
町

高
山
市
清
見
町
三
日
町

高
山
市
江
名
子
町

大
野
郡
白
川
村
大
字
荻
町

下
呂
市
馬
瀬
名
丸

下
呂
市
森

下
呂
市
萩
原
町
羽
根

下
呂
市
小
坂
町
門
坂

下
呂
市
金
山
町
大
船
渡

下
呂
市
小
坂
町
大
垣
内

下
呂
市
森

下
呂
市
萩
原
町
桜
洞

恵
那
市
長
島
町
永
田

恵
那
市
中
野
方
町

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
大
井
町

恵
那
市
東
野

同 同 同
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